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市からの重要

申申込み　問問合せ　ＦＦＡＸ　 Ｅメール　HPホームページ

国
保
医
療
年
金
課
と

市
民
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

国民健康保険の「限度額適用認定証」「限度額適用・
標準負担額減額認定証」の更新

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

受
取
な
ど
は
お
早
め
に

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

保
険
証
利
用

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
保
険

証
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
か
た

は
、
医
療
機
関
や
薬
局
窓
口
で
の

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」「
限
度
額

適
用
認
定
・
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
」「
後
期
高
齢
者
医
療
限
度

額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
」「
後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額

適
用
認
定
証
」
の
提
示
が
不
要
に

有効期限 ７月31日（月）まで
８月以降も認定証が必要な場合は、更新の手続が必要です。

認定証の交付を
受けていないかた

70歳未満のかた・70歳以上のかたのうち要件を満たすかた
で、認定証の交付が必要な場合は申請してください。
※要件など、詳しくは、お問合せください。

申請に必要なもの
国民健康保険被保険者証・世帯主及び認定対象者のマイナ
ンバーが確認できるもの

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
69
歳
ま
で
の
か
た
に
は
、
８
月

１
日（
火
）か
ら
使
用
す
る
被
保
険

者
証
を
７
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

「
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
証
」
を
郵
送

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
70
歳
以
上
74
歳
ま
で
の
か
た
に

は
、
８
月
１
日（
火
）か
ら
使
用
す

る
被
保
険
者
証
と
高
齢
受
給
者
証

が
一
体
化
し
た
被
保
険
者
証
兼
高

齢
受
給
者
証
を
７
月
下
旬
に
郵
送

し
ま
す
。

「
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

兼
高
齢
受
給
者
証
」
を
郵
送

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

し
て
い
る
か
た
に
は
、
８
月
１
日

（
火
）か
ら
使
用
す
る
被
保
険
者
証

を
７
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

※
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
兼

高
齢
受
給
者
証
、
後
期
高
齢
者

医
療
被
保
険
者
証
に
つ
い
て
は
、

「
後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
証
」
を
郵
送

「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」
「後期高齢者医療限度額適用認定証」の更新

認定証の交付を
受けているかた

引き続き認定されるかたには、新しい認定証を郵送しま
す。更新の手続は不要です。

認定証の交付を
受けていないかた

75歳未満のかた・75歳以上のかたのうち要件を満たすかた
で、認定証の交付が必要な場合は申請してください。
※要件など、詳しくは、お問合せください。

申請に必要なもの
後期高齢者医療被保険者証・認定対象者のマイナンバーが
確認できるもの

な
り
ま
す
。

※
全
て
の
医
療
機
関
や
薬
局
で
利

用
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
顔

認
証
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
な
ど
が

設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
ら

れ
ま
す
の
で
、
事
前
に
利
用
で

き
る
か
ど
う
か
を
医
療
機
関
や

薬
局
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
国
保
医
療
年
金
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
３
４
３
）

　

浪
岡
振
興
部
健
康
福
祉
課

　
（
☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
５
３
）

令
和
４
年
中
の
所
得
状
況
な
ど

に
よ
り
、
８
月
１
日（
火
）か
ら

医
療
機
関
窓
口
で
の
自
己
負
担

割
合
が
変
更
と
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

問
国
保
医
療
年
金
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
４
９
３
）

　

浪
岡
振
興
部
健
康
福
祉
課

　
（
☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
５
３
）

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

の
振
込
口
座
の
変
更
届
出

　

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
の

か
た
で
、
高
額
療
養
費
な
ど
の
給

付
申
請
の
際
に
届
出
し
た
振
込
口

座
に
変
更
（
解
約
な
ど
）
が
あ
っ

た
と
き
は
、
届
出
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の
▼
後
期
高
齢

者
医
療
被
保
険
者
証
・
対
象
者

の
口
座
情
報
が
確
認
で
き
る

も
の

問
国
保
医
療
年
金
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
３
４
３
）

　

浪
岡
振
興
部
健
康
福
祉
課

　
（
☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
５
３
）

　

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
込
期
限

は
９
月
末
と
な
っ
て
い
ま
す
。
令

和
５
年
２
月
末
ま
で
に
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
申
請
し
、
交
付
通

知
書
（
ハ
ガ
キ
）
が
届
い
て
い
る
か

た
は
、
お
早
め
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
受
取
、
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン

ト
の
申
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申

込
期
限
（
９
月
末
）
間
際
に
は
交

付
窓
口
の
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す

の
で
、
お
早
め
の
カ
ー
ド
受
け
取

り
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
カ
ー
ド
の
受
取
は
、
原
則
ご
本

人
の
来
庁
が
必
要
で
す
。

※
青
森
市
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

交
付
予
約
セ
ン
タ
ー
（
☎
017
―

734
―
５
３
１
６
）
ま
た
は
専
用

予
約
受
付
サ
イ
ト
か
ら
予
約
し

て
く
だ
さ
い
。

問
青
森
地
区
…
市
民
課

　
（
☎
017
―
718
―
０
４
４
０
）

　

浪
岡
地
区
…
浪
岡
振
興
部
市
民
課

　
（
☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
２
８
）

市
か
ら
の
重
要
N
E
W
S

健
康
ナ
ビ

情
報
ひ
ろ
ば

市
か
ら
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重
要
N
E
W
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ナ
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国
民
年
金
の
電
子
申
請

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持

ち
の
か
た
は
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル

か
ら
国
民
年
金
手
続
の
電
子
申
請

が
で
き
ま
す
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

か
ら
申
請
で
き
、
申
請
結
果
も
確

認
で
き
ま
す
。

◆
対
象
手
続
…
①
国
民
年
金
第
１

号
被
保
険
者
加
入
の
届
出　

②

国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納
付

猶
予
の
申
請　

③
国
民
年
金
保

険
料
学
生
納
付
特
例
の
申
請

※
詳
し
く
は
、
日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

納
期
限
の
お
知
ら
せ

　

今
月
分
と
し
て
納
め
て
い
た
だ

く
市
税
な
ど
の
納
期
限
は
次
の
と

お
り
で
す
。
忘
れ
ず
に
納
め
ま

し
ょ
う
。

※
口
座
振
替
の
場
合
は
納
期
限
が
引

き
落
と
し
日
に
な
り
ま
す
。

【
７
月
31
日
（
月
）
納
期
限
】

①
固
定
資
産
税　

第
２
期
分

②
国
民
健
康
保
険
税（
普
通
徴
収

分
）第
１
期
分

③
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料（
普

通
徴
収
分
）第
１
期
分

④
介
護
保
険
料（
普
通
徴
収
分
）第

１
期
分

⑤
児
童
保
育
負
担
金（
保
育
料
）第

４
期（
７
月
）分

⑥
市
営
住
宅
使
用
料
７
月
分

⑦
市
営
住
宅
駐
車
場
使
用
料
７
月
分

⑧
下
水
道
事
業
受
益
者
負
担
金
・

分
担
金
７
月
納
期
分

⑨
放
課
後
児
童
会
負
担
金
７
月
分

【
８
月
10
日
（
木
）
納
期
限
】

⑩
市
・
県
民
税（
給
与
特
別
徴
収

分
）７
月
分

問
①
～
④
・
⑩
納
税
支
援
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
２
０
９
）

　

⑤
子
育
て
支
援
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
３
３
０
）

　

⑥
・
⑦
住
宅
ま
ち
づ
く
り
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
５
７
２
）

　

⑧
水
道
部
営
業
課

　
（
☎
017
―
734
―
４
２
８
１
）

　

⑨
子
育
て
支
援
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
３
４
８
）

令
和
５
年
度
国
民
健
康

　

保
険
税
の
お
知
ら
せ

区分 令和４年度 令和５年度

基礎分 65万円 65万円

後期高齢者
支援金分

20万円 22万円

介護分 17万円 17万円

区分
令和４年度
（２方式）

令和５年度
（３方式）

介護分

所得割 2.74％ 2.74％

被保険者均等割
（１人あたり）

13,800円 9,260円

世帯別平等割
（１世帯あたり）

― 4,540円

　

詳
し
く
は
、
令
和
５
年
度
国
民

健
康
保
険
税
納
税
通
知
書
と
同
封

の
、「
国
民
税
の
あ
ら
ま
し
」
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
国
保
医
療
年
金
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
３
４
０
）

　

浪
岡
振
興
部
健
康
福
祉
課

　
（
☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
５
３
）

　

令
和
５
年
度
の
国
民
健
康
保
険

税
率
は
、
こ
れ
ま
で
と
変
わ
り
あ

り
ま
せ
ん
が
、
左
表
の
と
お
り
後

期
高
齢
者
支
援
金
分
に
つ
い
て
は

賦
課
限
度
額
が
引
き
上
げ
ら
れ

ま
す
。

　

ま
た
、
低
所
得
者
に
対
す
る
被

保
険
者
均
等
割
額
と
世
帯
別
平
等

割
額
の
軽
減
判
定
基
準
が
改
定
さ

れ
、
５
割
軽
減
及
び
２
割
軽
減
の

対
象
世
帯
が
拡
充
さ
れ
ま
す
。

　

さ
ら
に
基
礎
分
、
後
期
高
齢
者

支
援
金
分
及
び
介
護
分
（
40
～
64

歳
の
か
た
の
み
）
の
３
つ
の
賦
課

区
分
の
う
ち
、
介
護
分
が
県
の
方

針
に
基
づ
き
２
方
式
（
所
得
割
＋

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
「
い
き
い
き

健
康
づ
く
り
の
た
め
に
」

の
活
用

　

青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
で
は
、
被
保
険
者
の
皆
様
の

日
頃
の
健
康
管
理
に
ご
活
用
い
た

だ
く
た
め
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
「
い

き
い
き
健
康
づ
く
り
の
た
め
に
」

を
作
成
し
、
被
保
険
者
証
の
送
付

時
に
同
封
し
て
い
ま
す
。
ど
う
ぞ

お
役
立
て
く
だ
さ
い
。

問
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
（
☎
017
―
721
―
３
８
２
１
）

問
青
森
年
金
事
務
所

　
（
☎
017
―
734
―
７
４
９
５
）

※
音
声
案
内
２
番
を
押
し
て
、
再

度
２
番
を
押
し
て
く
だ
さ
い
。

自
動
車
税
種
別
割
の

納
付
確
認
の
電
子
化

　

登
録
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
車

検
の
際
、
国
の
継
続
検
査
窓
口

（
運
輸
支
局
）
で
の
自
動
車
税
種

別
割
の
納
税
証
明
書
の
提
示
を
省

略
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
県
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

た
だ
し
、
自
動
車
税
種
別
割
を

納
付
後
、
す
ぐ
に
継
続
検
査
を
受

検
さ
れ
る
か
た
は
、
納
税
証
明
書

の
提
示
を
求
め
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
東
青
地
域
県
民
局
県
税
部

　
（
☎
017
―
734
―
９
９
７
０
）

被
保
険
者
均
等
割
）
か
ら
３
方
式

（
所
得
割
＋
被
保
険
者
均
等
割
＋

世
帯
別
平
等
割
）
と
な
り
ま
す
。

１
世
帯
に
お
け
る
介
護
分
の
課
税

対
象
人
数
が
１
人
の
場
合
は
、
税

負
担
が
こ
れ
ま
で
と
同
等
と
な

り
、
２
人
以
上
の
場
合
は
、
軽
減

が
図
ら
れ
ま
す
。

掲載の内容は、６月19日時点の情報をもとに作成しています。イベントなどは中止・延期・変更となる場合が
ありますので、最新情報は、各お問合せ先にご確認ください。
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